
「子どもスキップ」一覧  

  名  称 開始時期 実施形態 住  所 電  話 

１ 子どもスキップ仰高 平成２２年４月 敷地内型 豊島区駒込５－１－１９ ３９４９－１３０７ 

２ 子どもスキップ駒込 平成１９年４月 校舎内型 豊島区駒込３－１３－１ ３９１５－２４１１ 

３ 子どもスキップ巣鴨 平成１７年４月 校舎内型 豊島区南大塚１－２４－１０ ３９４４－４５３１ 

４ 子どもスキップ清和 平成２１年４月 隣接型 豊島区巣鴨３－１３－１２ ３９１０－５４１７ 

５ 子どもスキップ西巣鴨 平成１７年４月 隣接型 豊島区西巣鴨２－１４－１１ ３９１５－２３０１ 

６ 子どもスキップ豊成 平成２５年１１月 校舎内型 豊島区上池袋１－１８－２４ ３９４０－４７３５ 

７ 子どもスキップ朋有 平成１９年２月 敷地内型 豊島区東池袋４－４０－１ ３９８７－６９０４ 

８ 子どもスキップ朝日 平成１７年７月 校舎内型 豊島区巣鴨５－３３－１ ３９４０－６０６８ 

９ 子どもスキップ池袋第一 平成２０年４月 校舎内型 豊島区上池袋４－２８－１ ３９１６－３４４１ 

１０ 子どもスキップ池袋本町 平成２８年８月 校舎内型 豊島区池袋本町１－４３－１ ３９８８－５１７６ 

１１ 子どもスキップ池袋第三 平成１９年４月 敷地内型 豊島区西池袋３－１４－３ ５９５２－０７５５ 

１２ 子どもスキップ池袋 平成２５年１０月 校舎内型 豊島区池袋４－２３－８ ３９８８－５２５４ 

１３ 子どもスキップ南池袋 平成１６年４月 隣接型 豊島区南池袋３－５－１２ ３９８１－５４６０ 

１４ 子どもスキップ高南 平成１８年４月 校舎内型 豊島区高田２－１２－７ ３９８７－１８７７ 

１５ 子どもスキップ目白 平成２６年１０月 校舎内型 豊島区目白２－１１－６ ３９８３－６７１４ 

１６ 子どもスキップ長崎 平成２２年４月 校舎内型 豊島区長崎２－６－３ ５９９５－６０２５ 

１７ 子どもスキップ要 平成２４年４月 敷地内型 豊島区要町２－３－２０ ３９７４－７３９７ 

１８ 子どもスキップ椎名町 平成２０年４月 校舎内型 豊島区南長崎４－３０－５ ３９５３－６４５１ 

１９ 子どもスキップ富士見台 平成１８年４月 校舎内型 豊島区南長崎１－１０－５ ３５６５－２９５５ 

２０ 子どもスキップ千早 平成２７年４月 校舎内型 豊島区千早３－３３－５ ３９７４－１６６５ 

２１ 子どもスキップ高松 平成１７年４月 校舎内型 豊島区高松２－５７－２２ ３９７４－１０２０ 

２２ 子どもスキップさくら 平成１７年７月 校舎内型 豊島区長崎６－１６－１ ３９５６－８１７７ 

 

【子どもスキップ３つのパターン】 

敷地内型展開 

学校敷地内の施設を整備して 

対応するパターン 

 
 

 

校舎内型展開 

校舎内で事業展開するパターン 

 

 

 

隣接型展開 

学校と区民ひろば等が 

至近距離にあり 

一体的利用が可能なパターン 

 

 

豊島区 教育委員会 放課後対策課 

 

「子どもスキップ」とは… 

 小学校施設等を活用して、全児童を対象とする育成事業と学童クラブを総合的に展開する事

業のことです。学校の教室、校庭、体育館などを活用し、小学１年生から６年生までの児童を

対象として、自主的な参加のもとに、遊びをとおして子どもたちが交流を広げる事業です。 

 子どもスキップの中には、保護者の方が就労等の理由により、放課後の時間帯に家庭が留守

になる児童をお預かりする「学童クラブ」もあります。この「学童クラブ」利用児童と学童ク

ラブ利用児童以外の児童（一般児童）が交流することも目的のひとつになっています。 

 さらに、子どもスキップでは、子どもたちが安全・安心に活動できる居場所づくりを目指す

文部科学省の補助事業である「放課後子ども教室」も実施しています。 

 近年、少子化に加えて、塾・習い事などで小学生の放課後の時間が様変わりしてきました。

遊びたくても友だちがなかなか見つからなかったり、遊ぶ時間が少なかったりする子どもたち

に子どもスキップは、「遊ぶ時間」「遊ぶ仲間」「遊ぶ空間」を用意し、さまざまな活動をと

おして、多くの子どもたちが友だちとかかわり、関係を広げる「子ども同士の遊びと交流の

場」を提供します。 

「子どもスキップ」の参加対象児童は… 

当該小学校に通学している、または、豊島区に在住している小学生が対象です。 

学童クラブ 

子どもスキップ 

放課後 

子ども教室 

一般利用 

 



「子どもスキップ」への参加の仕方は… 
 「子どもスキップ」に参加するためには、保護者の方の連絡先を記入する届出用紙

   
が

必要です。この届出があれば、「子どもスキップ」内の施設で活動することができま

す。緊急の場合は連絡いたしますので、連絡先に変更があった時は必ず届出てくださ

い。 

届出用紙を提出したら…参加の仕方は２つ
 

あります。 

① 一度帰宅してから
       

「子どもスキップ」に来る。 

② 一度帰宅せずに、学校からランドセルを持って、直接
                       

「子どもスキップ」に来る。 

この場合、登校前に保護者の方とお子さんの間で帰宅時間の約束をしっかりしてく

ださい。（直接利用）－集団下校時の直接利用は出来ません。 

※直接利用の帰路は災害共済給付の対象となります。(区立小学校在学児童に限る)  

「子どもスキップ」への参加の仕方は、ご家庭の責任でお子さんとよく話

し合って選んでください。 

「子どもスキップ」で遊べる場所は… 

「子どもスキップ」では、セカンドスペース（学童クラブ児童とそれ以外の一般児童が

使用する共用スペース）・校庭などで遊ぶことができます。 

 そのほか、主に学童クラブ利用児童が使用するコアスペースがあります。 

「子どもスキップ」の利用時間は… 

平 日     当該小学校の授業が終わってから午後６時まで 

土曜日     午前9時から午後５時まで 

学校休業日 午前9時から午後６時まで 

【学童クラブの利用時間】 

平 日    当該学年の授業終了後から午後６時まで（延長利用申請者は午後7時まで） 

土曜日    午前９時から午後５時まで 

学校休業日  午前９時から午後６時まで 

 （9時前利用申請者は午前８時１５分から） 

       （延長利用申請者は午後７時まで。土曜日の延長利用はありません） 

「子どもスキップ」には「地域子ども懇談会」があります 

 

地域の子どもたちに関する健全育成活動や見守り活動の拠点となるために、地域・学校・

家庭・行政が連携して「地域子ども懇談会」を設置しています。子どもたちの｢地域の先生｣

となる方を募って｢放課後子ども教室｣開催の手伝いをしたり、子どもたちの帰宅途中を見守

るなど、｢地域子ども懇談会｣の活動はさまざまです。地域の子育て力・教育力の向上が大き

な目的です。 

なぜ豊島区では｢子どもスキップ｣が実施されるのでしょうか･･･ 

◇子どもたちを取り巻く環境  

①少子化 

 少子化が進み、下校後、近所で遊ぶ相手が見つけにくくなっています。 

②家庭、地域の子育て環境の変容 

公園等の治安の悪化、犯罪等の増加により子どもが安心して遊べる場所が減少 

しています。 

③放課後の過ごし方の多様化 

塾通い、習い事など、放課後の過ごし方の多様化から友だちと交流する機会が 

減少しています。 

◇｢豊島区子どもプラン－豊島区子ども・子育て支援事業計画｣  

豊島区は、平成２７年３月に「豊島区子どもプラン－豊島区子ども・子育て支援事業

計画」を策定しました。これは、平成２１年３月に策定した「豊島区子どもプラン－次

世代育成支援行動計画－」を引き継ぐ計画として、新たに策定が義務付けられた「子ど

も子育て支援事業計画」を含めて策定しました。 

すべての子どもの最善の利益が考慮され、家庭や地域の中で子どもが成長し、子育て

に伴う喜びが実感できるまちづくりを基本理念とし、安心して子どもを産み育て、子ど

も達の健やかな成長が笑顔となって地域にあふれるまちの実現を目指します。 

｢子どもスキップ｣は、この計画の事業として位置付けられています。 


